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１ はじめに 

 

  佐賀市は安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目指し、「情報共有」、「市民参加」、

「協働」を基本原則とした、市民主体のまちづくりをいっそう進めていくため、平成２６

年４月１日に佐賀市まちづくり自治基本条例を施行しました。 

本条例第３３条で「条例施行後４年を超えない期間ごとに、社会情勢の変化を勘案の上、

この条例の規定を検証し、その結果に基づき必要な措置を講じる」としています。 

このため、本条例第３２条に基づき、平成２８年５月に８名の委員で構成される「佐賀

市自治基本条例検証委員会」を設置し、市長の諮問を受け、条例の運用状況及び見直しに

ついて審議をすすめてきました。 

  今回が条例施行後初めての検証作業であり、また、限られた期間での作業となりました

が、全 回の委員会では各委員が経験に基づく意見等を出し合い、その結果をここに取り

まとめました。 

  この検証結果が、佐賀市における今後のまちづくりに十分にいかされるよう期待します。 
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２ 佐賀市自治基本条例検証委員会開催内容 

回 内 容 

第１回 

H28.7.27 

【諮問事項】佐賀市まちづくり自治基本条例の運用状況及び見直しに 

ついて 

① 条例制定までの経緯及び概要について 

② 条例制定後の取組みについて 

③ 条例の検証の進め方について 

第２回 

H28.9.30 

① 条例検証の進め方について 

② 条例の改正について（第 23条、第 25条以外） 

第３回 

H28.11.16 

① 第２回委員会の振り返り 

② 条例における佐賀らしさ（第 23条 地域コミュニティ活動、第 25条 

子どもへのまなざし）の運用状況及び改正の可否について 

第４回 

H29.1.23 

① 第３回委員会の振り返り 

② 条例の運用状況について（第 23条、第 25条を除く） 

③ 条例改正の可否について 

第５回 

H29.3.2 

① 第４回委員会の振り返り 

② 条例改正の可否について 

③ 答申書（案）及び検証結果（案）について 

第６回 

H29.4.26 

① 第５回委員会の振り返り 

② 条例改正の可否について 

③ 答申書（案）及び検証結果（案）について 

  

 【答申】 
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３ 条文の運用状況について 

 

委員会で検証することとなった、以下の条文の運用状況について審議を行った。 

 第９条 事業者の役割及び責務 

 第１３条 情報共有の推進 

 第１９条 意見等の取り扱い 

 第２３条 地域コミュニティ活動 

 第２５条 子どもへのまなざし 

 条例全般 

各条文の審議内容は以下のとおり。 
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 第９条 事業者の役割及び責務 

 【論点】 

・ 佐賀市のまちづくりにおいて事業者というのがなかなか見えてこない。広報するこ

とによって意識が変わっていくと思うので、事業者に本条例の主旨を伝えていくこと

が一番大事だと思う。 

・ 社会貢献活動は中小企業にも理解が進んでいるとはいえ、利益につながるような部

分だけ協力するという考えの人もいるので、企業も社会の一員であることを浸透させ、

意識づけるため、民間レベルで商工会議所等と連携してやっていかなければいけない

という気がする。 

【論点について事務局からの説明】 

・ 事業者に対し行政としては、平成２５、２６年度に事業所を回り、この条例のこと

を伝えてきている。 

・ 平成２７年度からは、交流連携事業で事業者を含む多様な主体の活動事例の発表や

交流の場を設けている。 

・ 地域課題を解決するため、事業者と行政や市民活動団体などが協働するきっかけと

なるような出会いの場を、意図的につくることで、実際に条例の理念を発信するとと

もに、事業者が動けるような環境づくりを進めている。 

【委員からの主なコメント】 

・ これだけの企業に案内していることを、地域のまちづくり協議会に教えてあげて欲

しい。どこに案内したかが分かれば、地域も事業者に声をかけに行きやすい。 

・ 建設業協会にも依頼に行って欲しい。建設業は専門知識と道具を持っているから、

何かのときに手伝ってくれると非常にありがたい。 

・ 企業をやる気にさせるためには、協力企業の広報をすればよいのではないか。 

・ 社会貢献したいという事業者が参考にできる、協働のパンフレットみたいなものが

あればいいと思う。 
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第１３条 情報共有の推進 

 【論点】 

・ せっかくよい条例ができても、パソコン等を使えない人もいるので、広く市民へ発

信するために、様々な手法を活用すべきだと思う。 

【論点について事務局からの説明】 

・ パソコン等を使われない人への周知の方法として、今まで出前講座とかパンフレッ

トの配付、市報への記事掲載などを行ってきている。より多くの市民に条例を知って

いただくにはどのような手法がより効果的なのか、皆様の御意見も参考にしながら検

討していきたいと考えている。 

【委員からの主なコメント】 

・ まちづくり協議会の顧問をやっているが、コミュニティサイトの「つながるさがし」

がよくできていて、各校区の情報がたくさん載っており、参考になっている。 

・ パソコンを使わない人もいるので、情報量は少ないが、各地で情報紙も作成し全戸

配布している。 

・ 今の時代でもきちんと紙ベースの情報は必要だというのを感じる。いろんな方法で

広報を行うことが必要であると思う。 
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第１９条 意見の取り扱い 

 【論点】 

・ 市民から市へ出されている意見、要望、提言の件数や、対応状況、その後の対応等

を明白に報告してもらうことで、市民と行政の信頼関係が高まると思う。 

【論点について事務局からの説明】 

・ 個別対応を求められる場合は、担当した職員が、対応した経緯をきちんと市民へ伝

えていくのが当然である。市政へ提言したい場合、紙媒体では、葉書やファクス、提

言箱に添え付けの様式で投函する方法がある。 

・ 市政への提言実績は、平成２６年度は全体で４３０件、うち電子提言は２１２件で、

４３０件中、公開希望が１２９件だった。また、平成２７年度は４３６件の提言があ

っている。 

【委員からの主なコメント】 

・ 市政への提言制度を初めて知った。こういうものがあることを教えてもらうとあり

がたい。 

・ 図書館のことはやはり図書館に投書し、そこで答えを見たいと思う。投書の横に回

答が書いてあるのを見て、共感したり、ほかの人が思っていることも非常に伝わって

いったりするし、提言箱があるという宣伝にもなると思う。 

・ 自治会長がまずこれを知っておいてもらうのがとても重要だと思う。自治会長のと

ころに提言や苦情が結構来るので、住民から言われたときに、こういう制度があると

勧められたらいいと思う。 

・ 本庁に提言箱があるのは知っていたが、公民館にあるのは知らなかった。自治会長

の半分は１年で交替しているので、４月にこれを自治会長に示してもらえればと思う。 

・ 公民館でも、こういうものがあると言ってもらえば、どんどん広がっていくと思う。

ただ置いていて、回答はホームページを見てくれでは、パソコンを頻繁に使っている

人でも見ない人が結構いると思う。 

・ 提言が来たときに、どこかで公開されているという点で、ホームページの威力は非

常に大きいと思うが、現場近くにあることで、担当者の側に一つの動機づけを与える

と思うから、公民館に来た話は、公民館で伝わっていくことがすごく重要だと思う。 
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第２３条 地域コミュニティ活動 

 【論点】 

・ 住民一人ひとりが本条例を理解し、校区の特徴を取り入れながら主体的に行動を起

こし、下から盛り上げることが大切である。 

・ 協働や地域コミュニティに対する市民の関心のなさや活動継続の難しさを感じてお

り、これを打開するために、もう少し踏み込んだ行政からの支援を希望する。 

【論点について事務局からの説明】 

・ まちづくり協議会が平成２８年１２月現在２４校区で設立されており、未設立の校

区についても３年から５年後を目標とし、地域の自主性を尊重しながら立ち上げ支援

を行っている。 

【委員からの主なコメント】 

・ まちづくり協議会が設立されている２４校区全てがうまくいっている訳ではないと

思う。公民館が協働していかないと、うまく動いていかない。一緒に動いていって、

そうした後に自立する形が理想だと思う。 

・ 地域活動を行う上で、自主財源の確保に努めるというのは非常に厳しい。 

・ 行政職員が率先して、自分が住んでいるコミュニティを把握するよう努めて欲しい。 

・ 地域の課題は地域で解決していこうという、自分たちで問題意識を持ってやってい

かなければならないと思う。それが広がっていかないと、佐賀市全体のまちづくりが

うまくいかないと思う。 

・ 一人の力では無理になってきている部分を、自分たちが問題意識を持って協働で解

決しないといけないという意味で、地域コミュニティ活動が大事だと思う。 

・ まちづくり協議会に入っていない地域コミュニティ活動というものが沢山生まれる

はず。まちづくり協議会の活動が地域コミュニティ活動という考え方では、条文を矮

小化するような気がする。 

・ 地域コミュニティの推進の一つの答えがまちづくり協議会だと思うが、これがいい

かどうかは、これからもう一回誰かが検証しないといけないと思う。全部設立するの

を待ってからでは遅いと思う。 

・ 行政からどう手を差し伸べたらもっとうまくいくのか、地域住民は地域住民でどう

いうふうにやればもっとうまくいくのかというのを、お互いが考えていかないといけ

ない。 
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第２５条 子どもへのまなざし 

 【論点】 

・ 子どもを取り巻く環境は課題が山積する中で、「子どもへのまなざし“１００％”の

まちの実現を目指し」と条文にあるが、何をもって１００％で、具体的にどういう成

果が出ているのか。 

【論点について事務局からの説明】 

・ 子どもへのまなざし運動の趣旨は、全ての大人（１００％の大人）のまなざしが子

どもたちに注がれるまちを目指していくものである。 

・ 具体的な取り組みの主なもの 

広める事業：地域の各種団体への説明、まなざしグッズの活用など、 

紹介する事業：まなざしリポーターやカレンダー、ラジオなどでの事例紹介など 

ほめる事業：地域の団体や住民の優良事例に対しての表彰制度「まなざしキラリ賞」 

・ 条例の検討会議では、教育に力を入れてきた歴史を、佐賀らしさということで表現

したいという話が、最終的に、まなざし運動となった。 

・ この条文は協働のところに入っているが、まなざし運動の理念「子どもを育むこと

に対する役割と責任を自覚する」の中に、「大人は、「家庭」「地域」「企業等」「学校等」

の役割と責任を自覚し、連携・協働しながら」と出てくる。そのような意味を捉えて、

まちづくり自治基本条例の第３章に位置づけられた。 

・ 幼稚園から小、中学校、高校、大学、そして生涯学習までを縦軸とし、それらを横

軸で支えるのが、地域や企業、家庭であり、佐賀市ではこの横軸を基軸にこの子ども

へのまなざし運動を展開している。 

【委員からの主なコメント】 

・ 自治基本条例検討会議で佐賀らしさとして出たのは教育の重要性だった。初等、中

等教育に重点を置いたまちづくりの議論の部分が抜け落ちているように感じるが、こ

れは法制上の問題として、そこまでは踏み込めなかったと記憶している。 

・ 最初にこの条例を読んだときは、急に具体的な内容が入っている第２３条、第２４

条、第２５条に、非常に違和感があったが、条例策定の経緯を聞いて、市と市民がこ

れは絶対に協働でやっていくということで、地域コミュニティ活動や防災、まなざし

運動を考えたというのが、よくわかった。 

・ 市民が子どもの育成に関わることも教育の一つなのだと思う。 
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・ 逐条解説の中に市民の活動の中で学校教育を補完する、まなざしキラリ賞のような

ものを入れていけば、作成時の趣旨は生かされていくのではないか。 

・ 市が子どもへのまなざし運動をするという観点から、どんどんプレスリリースを出

してほしいと思う。市からこの地区でこんなまなざし運動が展開されているという一

言があれば、マスコミも紙面で取り上げることができる。 
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条例全般に関する意見 

 【論点】 

・ 広報は、１回やれば終わりではなくて、繰り返し様々な機会を捉えてやっていかな

いと浸透していかない。 

【委員からの主なコメント】 

・ 運用について条文ごとに議論してきたが、条例全般として市民主体のまちづくりの

後ろ盾になる条例があることを、市民に知ってもらうことがいかに大事であるかが何

度も意見として出された。だから、これから先もこの条例に則って、佐賀市がどうい

う施策を繰り広げてきたかがわかるような形で伝えられるといいと思う。 

・ 佐賀市がこういう条例をつくって、みんなで協働のまちをつくっていくという趣旨と

いうか、意思みたいなものを、単に文章だけではなくて、特に条例を策定した検討会議

の若い委員が、ずっと語り続けなければいけないのだろうなという感じがする。 
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３ 条文改正の可否について 

 

委員会で検証することとなった、以下の条文について、改正の可否の審議を行った。 

 第７条 市民等の役割及び責務 

 第８条 市民活動団体の役割及び責務 

 第９条 事業者の役割及び責務 

 第１０条 議会の役割及び責務 

 第１１条 市長の役割及び責務 

 第１２条 職員の役割及び責務 

 第２１条 住民投票 

 第２２条 協働の推進 

 第２３条 地域コミュニティ活動 

 第２５条 子どもへのまなざし 

 第３１条 国際的な視野の醸成 

 条例全般 

各条文の審議内容は以下のとおり。 
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 第７条 市民等の役割及び責務 

【論点】 

 ・ 

【論点について事務局からの説明】 

・  

【委員からの主なコメント】 

・  

【審議結果】 

 

※以下同様に各条文の審議内容及審議結果を記載。 
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佐賀市自治基本条例検証委員会委員 名簿 

 

 
氏  名 よみがな 

委員長 荒 牧 軍 治 あらまき ぐんじ 

副委員長 小 城 原  直 おぎはら すなお 

委 員 井 上 亜 紀 いのうえ あき 

委 員 香 月 道 生 かつき みちお 

委 員 下 村 律 子 しもむら りつこ 

委 員 高 原 陽 子 たかはら ようこ 

委 員 田 中 咲千子 たなか さちこ 

委 員 徳  永   浩 とくなが ひろし 

 

 


